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研究成果の概要（和文）：　本研究においては、独仏の公法学・政治学、および日本憲法史・建築史学の知見を
総合しつつ、議場構造が持つ象徴的意味や、その憲法理論上の含意についての検討を行った。また、現在の多極
分散型の秩序形成システムにおいて、ネットワーク国家の概念が持つ意義についての検討を行った。
　以上の理論的検討に加え、衆議院事務局の所蔵する未公開資料を活用した実証研究を行い、庶務課日誌の翻刻
を行ったほか、各派交渉会の運用に関する実証的研究を行なった。とくに昭和期を重視し、昭和10年以降の戦時
色が濃くなりゆく時局下において、国政の中心に位置した帝国議会という「窓」から覗く、立体的な憲政史像を
描くための基盤的研究を行なった。

研究成果の概要（英文）：In this research project, we have tried to analyze the symbolical meaning of
 the parliamentary seat-order (Sitzordnung). Also the significance of the idea of the "
network-state" in so-called multipolar order-making system was explored.
Along with these theoretical work, a positive research which analyze the undisclosed papers and 
materials in the japanese house of representatives was carried out.

研究分野： 憲法学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、代表者の議会法・議事法研究を発展的に継承しつつ、１）グローバル化時代・私化時代における議会
立法の変容・動態を明らかにし、２）現代において立法権以上に重要性を増している議会統制権にかかわる理論
的再検討を行うと共に、３）それを支える議会事務局の機能や議会官僚の役割を解明するという観点から、新時
代の議会立法・議会統制メカニズムのあり方を、実務的観点を含めて総合的に再検討することによって、議会法
研究に新たな基盤を提供すること、および当該メカニズムの背後にある理論的基層（議会に期待される役割や、
議会統制の現代的課題）についても、新たな秩序形成プロセスという観点から意義づけること、を試みた。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

 従来型の法律統御モデルは、規律の対象・必要性・結果について知悉した立法者が、十分な将
来予測に基づいて法律を制定し、この法律に基づいて行政を行うという前提に立脚していた。し
かし、いわゆるアルゴリズム統御が問題となる領域では、このような秩序形成モデルは現実を規
律する力を失いつつある。というのも、規律対象・規律環境が流動性・曖昧性をもつからこそ、
日々新たに獲得されるデータを反映した自己学習型のアルゴリズム統御が必要になるのであっ
て、何が適切なアルゴリズムであるかを議会自身が事前に予測することは困難だからである。ま
た、高度の技術的・専門的知見が日々形成されてゆく領域では、例えば遺伝子関連規制や環境法、
銀行法、テレコミュニケーション法の領域に見られるように、議会立法者が事前に自らの規律の
結果につき十全な知識をもたない領域が増加し、むしろ、規制の名宛人が当該規制のもつリスク
について最もよく知っている、というケースが増大しつつある（「動態的知識形成」）。このよう
な現象を前に、議会を中心とする秩序形成プロセスがどのように変容していくのか。本研究は、
このような問題関心を背景としている。 
 また、統治機構の運用に関わる近年の実証的研究は、各種の内外資料の公開・発掘により飛躍
的な展開を遂げているが、例えば国会両議院は情報公開法の適用対象外とされ、従来、その所蔵
資料への外部からのアクセスは不可能であった。そのため、両院が所蔵する憲政資料等の歴史的
文書については、これを利用した実証的な研究が十分に行われてきたとは言い難い。例えば、議
会外の社会・経済団体による自主規制と議会立法との調整プロセスを規律する議会先例の形成・
運用過程など、立法権限や議会情報権の行使にあたって重要な役割を果たしてきた両院事務局・
議会官僚の役割については、従来全くのブラック・ボックスであり、本格的な研究は手つかずの
状態であった。本研究のもう一つの問題関心ないし背景は、この点に存する。 
 
２．研究の目的 

本研究は、申請者及び分担研究者が蓄積してきた議会法・議事法研究を発展的に継承しつつ、
（A)グローバル化時代・私化（Privatisierung）時代における議会立法の変容・動態を明らかに
し、（B)現代において立法権以上に重要性を増している議会統制権ないし議会情報権にかかわ
る理論的再検討を行うと共に、（C)それらを支える議会事務局の機能や議会官僚の役割を解明
することを目的とする。本研究では、新時代の議会立法・議会統制メカニズムの運用のあり方を、
実務的観点を含めて総合的に再検討することによって、議会法・議事法研究に新たな基盤を提供
すると共に、当該メカニズムの背後にある理論的基層を探究することを目的としたものである。 
 
３．研究の方法 

・未公開憲政資料群を用いた実証研究 研究代表者は、両議院事務局のバックアップのもと、
平成23-26年に予備的調査を実施した結果、衆議院庶務部および参議院庶務部に画期的な憲政史
料群が所蔵されていることを確認し、その概要を把握するに至っている。本研究では、これらの
未公開資料群を活用しつつ、主として議会立法・議会統制にかかわる議会運営のあり方に関する
実証研究を行なった。 
 とくに、帝国議会期の議会運営の詳細を記録した各派交渉会記録や、事務的な側面から帝国議
会の運用を明らかにしうる庶務課日誌に着目し、その内容の分析行うとともに、翻刻を進めた。 
・グローバル化時代・私化時代の議会法理論の形成 また、専門的・先端的知識を踏まえた

秩序形成プロセスにおいては、秩序形成プロセスのネットワーク化が顕著に見られる（いわゆ
る「共同規制」手法等）。このような秩序形成プロセスの多極化・ネットワーク化現象を前に、
国家の役割の重点は、政策領域によっては、主体的な知識集約及び政策決定から、社会的・政



治的な相互作用を可能ならしめるパターン／ネットワークの創出及び維持へと移行している。 
以上のことは、①フォーマルな権威を有する公的機関による専門的知識の集積及び決定

（government）から、②フォーマルな権威をもたないが、ある政策領域において実効的に機能
するインフォーマルなものをも含んだ規制メカニズムの総体（governance）へと視野を拡大す
ることの必要性を示唆している。公的決定プロセスへの専門知（アルゴリズム制御技術等）の
反映や、動態的知識形成に関わる「リスク決定」への対処の問題も、この文脈で捉えることが
できるよう。しかし、このような動態的知識形成を背景とする秩序形成のネットワーク化につ
いて留意すべきは、ネットワーク内の各アクターが自律的性格を持ち、政府を含む他のアクタ
ーの完全な統御下には置かれないために、これらのアクターから構成されるネットワークそれ
自体も自律的・自治的性格を持つことになるという点である。本研究においては、秩序形成の
実体的内容のみならず、そのためのフォーラムとなるネットワーク自体について、議会立法者
はいかなる範囲・手法で実効的な公的統制を行いうるのか、という観点から、統治機構に関す
る理論的研究を行なうこととした。 

 
４．研究成果 

・変容する秩序形成プロセスにおける議会の役割 現在の多極分散型の秩序形成システムにお
いて、ネットワーク国家の概念が持つ意義についての検討を行った。これらの基礎的研究により、
議会に期待される役割や、議会統制の現代的課題についても、新たな観点から意義づけることが
可能となった。その詳細については、下記の発表論文を参照されたい。 
 ・議会運営・議場構造の基礎理論 本研究においては、独仏の公法学・政治学、および日本憲
法史・建築学史の知見を総合しつつ、いわゆる議場構造が持つ象徴的意味や、その憲法理論上の 
含意（いわゆる立法期概念の設定、議員特典の意義、代表民主制の再定位など）について、理論
面からの検討を行った。その際、政治神学の領域で注目される国王二体論（政治的身体と自然的
身体のディコトミー）を参照基準としつつ、君主なき共和国においてなぜ「身体」に着目した共
和国の運営がなされたのか、という観点から、失われた象徴的意義の物語の再構築を行なった。 
 ・憲政史研究の基盤構築 以上の理論的検討に加え、本研究においては、さらに、衆議院事務
局の所蔵する未公開資料を活用した本格的な実証研究を行い、いわゆる庶務課日誌の翻刻を行っ
たほか、各派交渉会の運用に関する実証的研究を行なった。前者については、政治史学・法制史
学の領域の研究協力者の専門的知見をも得ながら、正確な翻刻を心がけると同時に、昭和10年
以降の戦時色が濃くなりゆく時局下において、国政の中心に位置した帝国議会という「窓」から
覗く、立体的な憲政史像を描くための基盤的研究を行なった。 
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的研究」九州公法判例研究会報告（2018 年 11 月 10 日） 

53. 赤坂幸一「法秩序形成と立法事実」龍谷大学団藤重光文庫プロジェクト研究会報告（2017
年 11 月 26 日） 

54. Koichi AKASAKA, Kommntar: Legitimitat und Sicherstellung der Verfassungsordnung, 
Deutsch-Japanisches Verfassungsgesprach 2017（2017.09.20） 

55. 赤坂幸一「議会少数派（野党）の権限の拡充」Yahoo 憲法企画「国会機能をアクティベー
ト」講演（2017 年 8 月 24 日） 

56. 赤坂幸一「立法事実と立法資料」科研費基盤 B 研究会報告（衆議院第二別館、2017 年 7
月 28 日） 

57. 赤坂幸一「帝政期ドイツと明治憲法下の日本における立憲主義」憲法理論研究会（招待講
演、2016 年 05 月 08 日）中京大学名古屋キャンパス（愛知県名古屋市） 

58. 赤坂幸一「『立憲主義』の日独比較――憲政史の観点から」マッカーサー・ノート研究会
（招待講演）2016 年 09 月 06 日、青山学院大学（東京都渋谷区） 

59. 赤坂幸一「判例法理の形成過程の実証的研究――竹崎コートからの示唆」最高裁判事・山
田作之助を起点とした二十世紀の法実務と学知の交錯第 2 回研究会（招待講演）2017 年



02 月 21 日、神戸学院大学（兵庫県神戸市） 
60. 木下和朗「イギリスにおける議会に対する裁判所の説明責任」第 3 回「司法のファンダメ

ンタルズの改革」研究会、2016 年 08 月 25 日北海道大学（北海道札幌市） 
 
〔図書〕（計３件） 

61. 上田健介（共著）『憲法判例 50！』（有斐閣、2016 年）全 180 頁 
62. 木下和朗「第２章 イギリス」中村睦男ほか編著『世界の人権保障』（三省堂、2017 年）

31-52 頁 
63. 木下和朗「第１章 総説 第５節」「第４章 平等違反の合憲性審査」「第７章 文面審

査 第１節 総説」岡山大学法科大学院公法系講座編著『憲法 事例問題起案の基礎』（岡
山大学出版会、2018 年） 

 
〔産業財産権〕 
○出願状況（計０件） 
 
○取得状況（計０件） 
 
〔その他〕 
ホームページ等 なし 
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